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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第148期

第１四半期
連結累計期間

第149期
第１四半期
連結累計期間

第148期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (百万円) 183,520 181,858 784,424

経常利益 (百万円) 1,582 4,652 19,887

四半期（当期）純利益 (百万円) 233 1,648 8,356

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 4,830 540 13,232

純資産額 (百万円) 294,883 300,000 300,112

総資産額 (百万円) 783,814 783,801 768,411

１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 0.24 1.68 8.50

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 0.24 1.67 8.48

自己資本比率 （％） 35.0 36.0 36.7

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

記載していません。

２　売上高には、消費税等は含まれていません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、帝人グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において帝人グループが判断したものです。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、比較的堅調に推移しました。米国をはじめとする先進国では緩やかな

回復基調が持続し、アジア新興国においても、景気は力強さを欠きながらも安定的に推移しました。一方国内景気

は、消費増税に伴う前期駆け込み需要の反動減による影響がありましたが、経済対策による内需の下支えや、雇用

環境の改善等を背景に、徐々に回復軌道へ回帰しつつあります。

このような状況のもと、帝人グループの当第１四半期の連結決算は、売上高としては素材事業をはじめとして増

収基調となりましたが、パラキシレンの自社生産・販売を中止した影響もあり、前年同期比でほぼ横ばいの1,819

億円（前年同期比0.9％減）となりました。また営業利益は構造改革推進等により、30億円増加し48億円（同162％

増）となり、経常利益も同31億円増の47億円（同194％増）となりました。これを受けて四半期純利益は同14億円

増加し16億円となりました。また１株当たり四半期純利益は１円68銭（同１円44銭増）となりました。

 

当第１四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況は次のとおりです。

 

高機能繊維・複合材料事業：［売上高 314億円(前年同期比11.2％増)、営業利益 17億円(前年同期比760.2％

増)］

アラミド繊維分野における、パラアラミド繊維「トワロン」では、欧州のタイヤ向け等自動車関連用途の販売が

復調し、加えて光ファイバー・ロープ補強用途といったインフラ関連での販売も堅調な推移となりましたが、防

弾・防護用途では需要低迷が継続しました。また、価格面での競争は厳しい状況が続いています。パラアラミド繊

維「テクノーラ」は安定的に推移しました。これは、堅調な国内の自動車関連用途に加えて、円安効果もあり輸出

が好調であったことによるものです。メタアラミド繊維「コーネックス」は、防護衣料及び産業資材用途において

販売は堅調に推移しましたが、フィルター用途では市場の需要は伸長するも、激しい競合環境が続いています。

ポリエステル繊維では、タイ子会社は自動車関連用途においては好調だった昨年度の反動で販売が伸び悩んだも

のの、スポーツ用途向け素材や衛材・一般資材用途の販売が好調に推移する等、総じて堅調に収益を確保しまし

た。また、国内もインフラ・土木用途等の増販効果やコストダウンにより収益は改善傾向にあります。

このような環境下で、優れた熱防護性と安定した染色性を持つ新規メタアラミド繊維の事業化を決定し、平成27

年７月のタイでの稼働に向けて準備を着実に進めており、今後、難燃規制・環境規制強化を背景に高い成長が見込

まれるアジア・新興国での事業拡大を図っていきます。また中国浙江省に設立したポリエステル製品のリサイクル

合弁事業は、平成26年度の生産開始に向け建設が進んでいます。

炭素繊維・複合材料分野では、炭素繊維「テナックス」は、航空機メーカー各社の受注好調による増産を受け、

航空機用途への販売が順調に推移しました。一般産業用途では、シェールガスの生産拡大による北米での圧力容器

向けの堅調な需要に加え、アジアにおける土木補強用途やパソコン筐体用途向けの販売が好調でした。また、これ

まで低位に推移していた製品価格は回復基調となりましたが、海外後発メーカーを中心とした販売攻勢により予断

を許さない状況にあります。

昨年度一眼レフカメラの構造部品に採用された熱可塑性ＣＦＲＰ（炭素繊維複合材料）「Sereebo(セリーボ）」

の販売は順調に推移しています。

このような状況のもと、高機能製品を中心とした需要拡大に対応するとともに、顧客・市場ニーズにマッチした

ソリューション提供型ビジネスの展開拡大を図っています。特に量産車構造部材等への適用を目指す熱可塑性ＣＦ

ＲＰ「Sereebo」の開発は順調に進んでおり、複合材料開発センター（愛媛県松山市）と米国の用途開発センター

（ミシガン州）との連携により、具体的な部品開発と量産化プロセスの確立に向けた複数のプロジェクトを着実に

推進しています。
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電子材料・化成品事業 ：［売上高 462億円(前年同期比4.3％増)、営業利益 ７億円(前年同期 営業損失 ２億

円)］

樹脂分野では、主力のポリカーボネート樹脂「パンライト」、「マルチロン」は、固定費の圧縮や原料調達コス

トの削減の効果により、収益は改善しました。市場の需給環境は引き続き軟調であり、総じて販売面では厳しい状

況が継続していますが、ＬＥＤ照明用途等の電気・電子部品分野は堅調な推移となりました。また中国・欧州市場

では好調な自動車用途の拡販に注力しています。

樹脂加工品では、スマートフォン・タブレット向け販売において、反射防止用途として逆波長分散フィルム

「ピュアエースRM」の販売を拡大しています。

機能樹脂では、特殊ポリカーボネート樹脂がスマートフォン向けのカメラレンズ用途で販売を拡大しました。ま

たＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）樹脂においては、樹脂素材として世界で初めて消火器用途に採用される

等、積極的な用途拡大を推進しています。

フィルム分野における、エレクトロニクス関連用途では、工程用離型フィルムの販売がスマートフォン・タブ

レット向けを中心に堅調に推移しています。一方で昨年低調であった液晶ＴＶ向けも中国を中心に需要は回復基調

にあるものの、競争激化により価格面では低調な推移となりました。日本では昨年12月末に茨城事業所を休止した

ことによる固定費削減効果が発現しており、今後生産ラインの更なる効率運転を進め、コスト競争力の回復を図る

とともに、幅広い用途で顧客との取り組み強化・拡販を進めていきます。

海外拠点では、欧米は医療用途や包装用途で需要が回復し、収益が回復基調となっています。中国でも工業用・

包装用ともに需要は堅調であり、技術力と品質管理力を更に訴求することにより、販売機会を捉え収益の確保を

図っていきます。

 

ヘルスケア事業 ：［売上高 332億円(前年同期比5.6％増)、営業利益 57億円(前年同期比23.0％増)］

医薬品分野では、国内医薬品の事業環境は、平成26年４月の薬価改定に加え、診療報酬制度の改定に伴う後発品

の伸長により、厳しさを増していますが、高尿酸血症・痛風治療剤「フェブリク錠」は販売を順調に伸ばしてお

り、同疾患領域において国内トップのシェアを更に拡大しています。また、骨粗鬆症治療剤「ボナロン
*
」は、日

本初の点滴静注剤や経口ゼリー剤といった剤形を揃え、患者さんに対する同疾患治療の幅広い選択肢を提供してい

ます。

海外での高尿酸血症・痛風治療剤の販売も順調に拡大しています。現在、販売提携国と地域は117に達してお

り、その内日本を含め37の国と地域で販売を開始していますが、残りの国・地域においても、順次販売承認を取得

して更なる拡大を図っていきます。

研究開発においては、平成26年５月に、英国の製薬メーカーであるシグマ・タウ・ファルマ社（以下「シグマタ

ウ社」）と、シグマタウ社が創製したＡＤＡ欠損症治療剤「EZN-2279」の日本における独占的開発・販売契約を締

結し、日本における臨床開発の準備を進めています。更に、医薬品技術と素材技術を融合させた画期的な医薬品と

して、止血・接着効果の高い外科手術用シート状フィブリン糊接着剤「KTF-374」の開発を推進することとし、帝

人ファーマ㈱と一般財団法人化学及血清療法研究所が共同で日本における臨床開発の準備を進めています。また平

成26年６月には高尿酸血症・痛風治療剤「フェブリク錠」の新剤形・新用量として「TMX-67XR」の臨床開発に着手

しました。

在宅医療分野では、国内外で約43万人の患者さんにサービスを提供しています。主力の在宅酸素療法（ＨＯＴ）

用酸素濃縮装置は、新機種「ハイサンソ３Ｓ」「ハイサンソポータブルα」の投入効果もあり、高水準のレンタル

台数を堅調に維持しました。また、平成26年６月には、災害・停電時の不安・不便を解消する新機種「ハイサンソ

５Ｓ」や「サンソセーバー５」を上市しました。睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）治療器は、携帯電話網を活用して

治療状況をモニタリングし、そのデータを医療機関に提供することにより効果的な治療を実現する「ネムリンク」

の訴求効果も相まって、高水準のレンタル台数を順調に伸ばしました。そのほか、補助換気療法機器（「NIPネー

ザルシリーズ」、「オートセットCS」）、超音波骨折治療器「SAFHS」も順調に拡大しました。一方で患者さんの

サポート体制を強化するため、昨年度大阪市に新たに設置したコールセンターを活用し、対応能力の強化を図って

います。

また、昨年度上市した脳卒中後遺障害等の歩行機能回復用の歩行神経筋電気刺激装置「ウォークエイド」につい

ても、首都圏の医療機関等から順次エリアを拡大して事業展開を進めています。

海外では、現在米国・スペイン及び韓国においてサービスを展開しています。米国では、医療制度改革に伴い保

険価格が大幅に引き下げられる等、厳しい事業環境が継続していますが、営業所の統廃合・人員削減といった収益

改善策を進めています。

* ボナロン®/Bonalon
®
はMerck Sharp & Dohme Corp.の登録商標です。
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製品事業 ：［売上高 575億円(前年同期比0.8％増)、営業利益 ８億円(前年同期比28.0％増)］

衣料繊維分野における、繊維素材では、スポーツ用途が国内、輸出ともに秋冬向けの販売が堅調で、加えて欧米

に向けた婦人アパレル用途のテキスタイル輸出も引き続き好調な推移となりましたが、ユニフォーム用途の販売は

鈍い出足となりました。

衣料製品では、消費増税の影響による販売落込みは想定範囲内にとどまりましたが、天候不順の影響もあり夏物

荷動きが低調に推移、秋冬物生産に向けての出荷もやや停滞しています。

平成26年６月に、平成27年春夏向け総合展示会を開催、ＰＴＴ繊維「ソロテックス」を活用した複合素材を中心

に、機能性の高いファッション商品が、来場顧客から高い評価を受けました。

産業資材分野における、産業資材繊維では、エアバッグ原糸、タイヤコード、カーシート等の自動車関連部材の

販売が引き続き好調を維持しており、その他繊維資材ではテント関連、不織布、土木関連、バグフィルター用織物

の出荷が堅調に推移しました。

平成26年６月には、タイにタイヤコード生産の合弁新会社を設立し（平成27年10月稼働予定）、同時に既存のタ

イ子会社テイジン・コード（タイランド）社の産業用ベルトコード生産工場で自動車用ホースコード加工ラインの

増設にも着手しました。これにより、今後拡大が期待されるアジア地域の自動車産業に向けて、自動車用ゴム資材

のグローバル販売を加速しています。

 

(2) 財務状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は7,838億円となり、前期末に比べ154億円増加しました。これは株式の取

得や時価評価額の増分により投資有価証券が増加したことが主な要因です。その他科目別には、季節要因等により

たな卸資産が増加しましたが、受取手形及び売掛金や固定資産は減少しました。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前期末比155億円増加し、4,838億円となりました。この内、コマーシャ

ル・ペーパー、短期借入金、長期借入金等の有利子負債は、同219億円増加し、3,034億円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は3,000億円となり、前期末並み（１億円減少）となりました。この内

「株主資本」に「その他の包括利益累計額」を加えた自己資本は、2,819億円と前期末比２億円の増加となりまし

た。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、帝人グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

① 当社の株主の在り方に関する基本方針

（会社法施行規則第118条第３号にいう、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針）

当社の株主の在り方について、当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えています。した

がって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づ

き行われるべきものと考えています。

しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、「企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすおそれのあるもの」「株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの」「買付の条件等が当

社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当なもの」等も想定されます。このような大量取得行為や買付提案を行う

者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。

② 基本方針の実現に資する取り組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くために、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を向上させるための取り組みとして、次の施策を既に実施しています。これらの取り組みは、上記①の

基本方針の実現にも資するものと考えています。

ア．「事業構造改革と成長戦略の推進」による企業価値向上への取り組み

当社は、世界に存在感のある「グローバルエクセレンスの獲得」に向けて、中長期ビジョンの基本方針とし

て掲げている「ソリューション提供型のビジネスモデルへの進化」を通じて顧客価値を提供する企業を目指

し、「構造改革」と「成長戦略」の両軸においての取り組みを進めています。平成26年度以降、課題に対する

施策を着実に実施していくことにより持続的成長を実現していきます。
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イ．「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化」による企業価値向上への取り組み

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益向上のために不可欠な仕組みとして、従来より、コーポレート・

ガバナンスの強化を重要な課題に掲げ取り組んでいます。具体的には、以下の施策を実施しています。

1)意思決定、業務執行、監視・監査の３機能の分離と強化

2)国内外の有識者による経営全般への助言・提言を通じた「より良い経営、透明性の高い経営」の遂行と

経営トップの評価を目的とした、取締役会の諮問機関としてのアドバイザリー・ボードの設置

3)コーポレート・ガバナンスに関する具体的な指針である「コーポレート・ガバナンスガイド」の制定と

開示

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

り組み（買収防衛策）

当社は、平成24年６月22日に開催された第146回定時株主総会において株主の皆様の承認を受け、当社株式の大

量取得行為に関する対応策（以下、「本プラン」という）を更新しました。本プランの概要は以下のとおりで

す。

ア．対象となる買付

本プランの対象となる買付は、株式の保有割合が20％以上となる買付です。

イ．買付者との交渉手続き

買付者には、事前に買付説明書の提供を求め、当社が、情報収集や検討を行う期間を確保した上で、株主の

皆様に当社経営陣の計画や代替案を提示したり、買付者との交渉を行っていくための手続きを定めています。

ウ．買付者が手続きを守らなかった場合の取得条項付新株予約権の無償割当て

買付者が前記手続きを守らなかった場合等には、独立委員会の勧告に従い、取締役会は、その時点の全ての

株主に対し、保有株式１株につき１個の割合で「取得条項付新株予約権」を無償で割当てることを決議しま

す。

エ．取得条項付新株予約権の取得と当社株式の交付

新株予約権に付された取得条項により、当社は買付者等以外の株主の皆様から新株予約権を取得しこれと引

き換えに、新株予約権１個につき、当社株式１株を交付します。

オ．買付者等以外の株主の皆様への影響

買付者等以外の株主の皆様全員に平等に当社株式を交付しますので、株主の皆様の保有する株式の希釈化は

生じません。買付者等には当社株式は交付されませんので、この交付により、買付者等の保有する当社株式の

議決権割合を最大50％まで希釈化させる可能性があります。

カ．新株予約権の無償割当ての要件

新株予約権の無償割当ては以下のような所定の要件に該当し、新株予約権の無償割当てをすることが相当と

認められる場合に行われます。

1)本プランに定める手続きを遵守しない場合

2)株式を買い占め、当社に対し高値で買取りを要求する場合等、買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合

3)株式の売却を事実上強要するおそれのある買付である場合

4)買付の条件等が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付である場合

キ．発動までのプロセスの概要

買付者から買付説明書が提出された場合、社外取締役又は社外監査役のうち５名で構成される独立委員会

は、取締役会に対して、買付者の買付の内容に対する取締役会の意見等を一定の期間内（30日を上限としま

す）に提示するよう求めることがあります。その後、最長60日間、情報収集・検討等を行います。独立委員会

は、30日を上限として検討期間を延長することができるものとします。

独立委員会はこれらの情報収集・検討等に基づき、取締役会に対し、新株予約権の無償割当ての実施または

不実施の勧告を行います。取締役会は、独立委員会の勧告を尊重し、これに従い最終的に新株予約権の無償割

当ての実施または不実施の決議を行います。ただし、独立委員会が当該実施に関し株主総会の承認を予め得る

べき旨の留保を付した場合、取締役会は、実務上可能な限り速やかに株主総会を招集し、新株予約権の無償割

当ての実施に関する議案を付議するものとします。

＊「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細については、インターネット上の当社

ウェブサイト（http://www.teijin.co.jp/ir/governance/defense/）に掲載しています。
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④ 前記取り組みが、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を

目的とするものではないことについて

当社では、本プランの設計に際し、以下の諸点を考慮し織り込むことにより、本プランが、基本方針に沿い当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではない

と考えています。

ア．株主意思の反映

本プランは、平成24年６月22日に開催された第146回定時株主総会において承認され発効し、その有効期限

は、平成27年３月期の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までの３年とします。また、当社取締役の任

期は１年となっていますので、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映させることが可能です。更に、

本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本プランはその時点で廃止されることになります。

イ．独立性の高い社外役員の判断の重視

当社は、本プランの導入に当たり、本プランの発動等の運用に際して、取締役会の恣意的判断を排除し、株

主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しました。独立委員会は、社外

取締役または社外監査役のいずれかに該当する者の中から取締役会が選任した者から構成します。

ウ．コーポレート・ガバナンスの強化と継続

当社では、定員10名以内の取締役のうち４名を独立社外取締役、監査役の過半数の３名を独立社外監査役と

すること等により、意思決定、業務執行、監視・監査の３機能の分離と強化を図り、また、５～７名の社外ア

ドバイザーと取締役会長（取締役会長が空席の場合は、相談役）、ＣＥＯで構成されるアドバイザリー・ボー

ドを取締役会の諮問機関として設置して、ＣＥＯの交代及び後継者の推薦、帝人グループの役員報酬制度の審

議等を行い、上記の取り組みを含むコーポレート・ガバナンスの指針を「コーポレート・ガバナンスガイド」

として開示しています。

以上の施策は、我が国の上場会社において、コーポレート・ガバナンスの先駆的な取り組みと評価されてい

ます。この仕組みは、当社役員の保身的な行動を強く抑制するものであり、本プランの実施にあっても、その

恣意的な行使を抑止する重要な機能を果たすことが期待されます。

エ．本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定され

ており、しかも、これらの客観的要件は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないとさ

れる場合と一致させています。これにより、取締役会による恣意的な発動を防止します。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、77億円です。

また、当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の状況の変更は、次のとおりです。

 

① 高機能繊維・複合材料事業

高機能繊維分野では、平成26年４月に原糸やテキスタイルの商品開発拠点として帝人(中国)商品開発センター

を開設しました。これにより、中国国内で原糸から最終製品までの研究開発に対応することが可能となり、更に

量産に至るまでをワンストップで完結できることから、中国・アジア地区で迅速な顧客対応が可能となります。

今後、その機能をより一層充実し、顧客・市場に向けたソリューション提供型のビジネスモデルへの変革を加速

していきます。

また㈱ニトリの商品開発力と帝人の技術により、両社一貫の体制で素材開発から商品企画、販売までを行う共

同プロジェクト“新「機能商品」開発プロジェクト”を推進しています。その第４弾商品として、「ひもなしら

くらく掛ふとんカバー」を開発し、６月よりニトリにて販売を開始しました。この商品は、帝人素材である超極

細ナノファイバー「ナノフロント」の大きな摩擦力を利用し、ストッパーの働きをさせることで、ひも無しでも

中の布団をずれにくくしています。これにより、カバー着脱の手間を大きく減少させることができる新発想の布

団カバーです。

炭素繊維・複合材料分野では、エアバス社の最新鋭中型機であるA350XWB（エクストラ・ワイド・ボディ）機向

けとして、炭素繊維強化熱可塑性樹脂積層板（「テナックス TPCL」：ThermoPlastic Consolidated Laminates）

の認定作業を終了し、同機への搭載が決定しました。

また量産車構造部材等への適用を目指す熱可塑性ＣＦＲＰの開発は、引き続き順調に進んでおり、先進複合材

料の研究開発に取り組んでいる複合材料開発センター（愛媛県松山市）と米国の用途開発センター（ミシガン

州）との連携により、具体的な部品開発と量産化プロセスの確立に向けた複数のプロジェクトを着実に推進して

います。
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② 電子材料・化成品事業

樹脂分野では、「テオネックス」（ＰＥＮ樹脂：ポリエチレン・ナフタレート樹脂）が、世界で初めての透明

樹脂製ボディの消火器に採用されました。ＰＥＮ樹脂の耐腐食性、耐候性、耐薬品性等の優れた耐久性が評価さ

れ、従来の鉄製よりも本体重量で約50％の軽量化を実現しています。今後も高付加価値のある樹脂、及び樹脂製

品の研究開発に取り組んでいきます。また、平成26年５月には、自動車用樹脂グレージング技術について、樹脂

窓の課題であった「歪のない大型製品の成形」「金属との接着信頼性確保」「耐候性向上による長期信頼性確

保」を、樹脂窓に適した素材と、その加工技術の開発により解決した点が評価され、公益社団法人高分子学会が

主催する「平成26年度 高分子学会賞」（技術）を受賞しています。

フィルム分野では、「世界最高位の難燃性（UL規格：VTM-0）」を有するＰＥＴフィルムの量産化技術を確立し

ました。今後は、難燃性ラベルやフレキシブル基板用途を中心に市場展開を進めます。

 

③ ヘルスケア事業

医薬品分野では、平成26年５月に、英国の製薬メーカーであるシグマ・タウ・ファルマ社（以下「シグマタウ

社」）と、シグマタウ社が創製したＡＤＡ欠損症治療剤「EZN-2279」の日本における独占的開発・販売契約を締

結し、日本における臨床開発の準備を進めています。平成26年６月には高尿酸血症・痛風治療剤「フェブリク

錠」の新剤形・新用量として「TMX-67XR」の臨床開発にも着手しました。また、医薬品技術と素材技術を融合さ

せた画期的な医薬品として、止血・接着効果の高い外科手術用シート状フィブリン糊接着剤「KTF-374」の開発を

推進することとし、帝人ファーマ㈱と一般財団法人化学及血清療法研究所が共同で日本における臨床開発の準備

を進めています。

在宅医療分野では、東日本大震災以降、医療従事者や在宅酸素療法で療養中の患者さんから寄せられた要望や

不安・不便の声に応え得る機能を備えた新製品２機種を、平成26年６月に上市しました。呼吸同調式レギュレー

タ「サンソセーバー５」は、呼吸同調器と減圧器が一体となっているため、酸素ボンベへの装着が容易です。本

装置を酸素ボンベに装着することにより、装着しない場合に比べ、酸素ボンベの持ち時間が約４倍に長くなり、

１分当たり７リットル相当の流量に対応することができます。また、操作部や計器にランプや蓄光シート等を備

えているため、暗い場所での視認性が向上しています。在宅医療用酸素濃縮装置の新機種「ハイサンソ５Ｓ」

は、これまでの安心・安全機能はそのままに、オプションの非常用バッテリーを装着することにより、停電発生

時に患者さんが落ち着いて非常用酸素ボンベからの酸素吸入に切り替えることができます。また、Bluetoothをリ

モコンに採用することにより、トイレや階段の昇降等酸素が必要な生活シーンに合わせ、手元で酸素流量の変更

や電源操作を行うことが可能となります。

 

④ その他

平成26年４月から、研究開発機能の強化と研究開発成果の早期事業化の推進を目的にいくつかの組織改編が計

画、実施されました。研究開発機能を強化するために、「技術最高責任者、研究部門、エンジニアリング本部」

を統合し、技術本部を設置しました。また、個別プロジェクトを推進、事業化を加速するために、新事業推進本

部を設けました。

 

なお、製品事業については、重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,000,000,000

計 3,000,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成26年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成26年８月８日）

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 984,758,665 984,758,665
東京証券取引所

市場第一部

完全議決権株式で、

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

1,000株です。

計 984,758,665 984,758,665 － －

（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成26年８月１日から、この四半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれていません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 984,758,665 － 70,816 － 101,324

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしていま

す。

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  1,995,000
－

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる

株式であり、単元株式数は

1,000株です。

完全議決権株式（その他） 普通株式 976,674,000 976,674 同上

単元未満株式 普通株式  6,089,665 － －

発行済株式総数 984,758,665 － －

総株主の議決権 － 976,674 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、3,000株（議決権３個）

含まれています。

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

帝人株式会社

大阪市中央区南本町

一丁目６番７号
1,995,000 － 1,995,000 0.20

計 － 1,995,000 － 1,995,000 0.20

（注）　株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含まれています。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しています。

 

２　監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,134 33,422

受取手形及び売掛金 165,239 158,821

商品及び製品 79,014 88,062

仕掛品 9,084 9,369

原材料及び貯蔵品 30,569 29,337

その他 50,553 50,979

貸倒引当金 △2,687 △2,434

流動資産合計 364,908 367,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 69,238 67,933

機械装置及び運搬具（純額） 91,429 87,817

その他（純額） 76,193 75,494

有形固定資産合計 236,861 231,244

無形固定資産   

のれん 15,806 15,077

その他 13,651 13,439

無形固定資産合計 29,457 28,517

投資その他の資産   

投資有価証券 82,068 101,265

その他 58,201 58,263

貸倒引当金 △3,085 △3,047

投資その他の資産合計 137,184 156,481

固定資産合計 403,502 416,243

資産合計 768,411 783,801
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 80,003 80,213

短期借入金 84,604 91,743

1年内返済予定の長期借入金 21,811 13,247

コマーシャル・ペーパー － 22,000

1年内償還予定の社債 6,960 23,987

未払法人税等 2,915 1,009

その他 52,367 49,390

流動負債合計 248,662 281,591

固定負債   

社債 30,000 15,000

長期借入金 136,401 135,768

退職給付に係る負債 30,204 28,755

その他 23,029 22,686

固定負債合計 219,635 202,209

負債合計 468,298 483,801

純資産の部   

株主資本   

資本金 70,816 70,816

資本剰余金 101,429 101,429

利益剰余金 111,754 112,902

自己株式 △435 △440

株主資本合計 283,564 284,707

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,758 11,887

繰延ヘッジ損益 1,017 432

為替換算調整勘定 △13,025 △14,396

退職給付に係る調整累計額 △634 △758

その他の包括利益累計額合計 △1,884 △2,834

新株予約権 737 754

少数株主持分 17,694 17,373

純資産合計 300,112 300,000

負債純資産合計 768,411 783,801

 

EDINET提出書類

帝人株式会社(E00872)

四半期報告書

13/25



（2）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 183,520 181,858

売上原価 137,899 133,904

売上総利益 45,621 47,953

販売費及び一般管理費 43,784 43,140

営業利益 1,837 4,813

営業外収益   

受取利息 118 129

受取配当金 499 749

持分法による投資利益 － 419

為替差益 17 －

デリバティブ評価益 725 －

雑収入 166 172

営業外収益合計 1,528 1,470

営業外費用   

支払利息 890 733

持分法による投資損失 128 －

為替差損 － 16

雑損失 764 881

営業外費用合計 1,782 1,631

経常利益 1,582 4,652

特別利益   

固定資産売却益 30 42

投資有価証券売却益 13 48

事業譲渡益 102 －

その他 0 9

特別利益合計 147 100

特別損失   

固定資産除売却損 219 104

減損損失 2 210

事業構造改善費用 26 558

その他 149 2

特別損失合計 397 876

税金等調整前四半期純利益 1,332 3,876

法人税等 1,097 2,370

少数株主損益調整前四半期純利益 234 1,505

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △142

四半期純利益 233 1,648
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 234 1,505

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △170 1,127

繰延ヘッジ損益 690 △584

為替換算調整勘定 4,080 △1,315

退職給付に係る調整額 － △133

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 △59

その他の包括利益合計 4,596 △965

四半期包括利益 4,830 540

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,836 697

少数株主に係る四半期包括利益 △6 △157
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付見込額の期間帰属方法について期間定額

基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を平均残存勤務期間及び平均残余支給期間に基づく割引

率から単一の加重平均割引率へ変更しています。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、当第

１四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余

金に加減しています。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の投資その他の資産におけるその他が574百万円増加、退職給

付に係る負債が1,589百万円減少、利益剰余金が1,465百万円増加しています。また、当第１四半期連結累計期

間の損益に与える影響は軽微です。

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しています。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

一部の連結子会社は、税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しています。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

連結会社以外の会社の銀行借入等に対して行っている保証（保証予約を含む）は次のとおりです。

前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

当第１四半期連結会計期間

（平成26年６月30日）

①関係会社  ①関係会社

Esteve Teijin Healthcare 1,320百万円  浙江佳人新材料有限公司 1,312百万円

España S.A. (9,320千EURO)   (80,370千RMB)

浙江佳人新材料有限公司 908百万円  Esteve Teijin Healthcare 1,268百万円

 (54,840千RMB)  España S.A. (9,170千EURO)

その他10社 1,969百万円  その他８社 1,627百万円

(外貨建保証債務　　　　39,488千RMBほかを含む)  (外貨建保証債務　　　　6,701千USDほかを含む)

計 4,198百万円  計 4,207百万円

②関係会社以外  ②関係会社以外

医療法人社団新洋和会 500百万円  医療法人社団新洋和会 500百万円

その他11社 1,902　〃  その他11社 1,796　〃

従業員に対する保証 192　〃  従業員に対する保証 174　〃

計 2,594　〃  計 2,470　〃

合計（①＋②） 6,793百万円  合計（①＋②） 6,678百万円

なお、再保証のある保証債務については、当社の負担額を記載しています。

２　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成26年６月30日）

受取手形割引高 55百万円 17百万円

 

３　売掛金の流動化による譲渡高

 前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間

 （平成26年３月31日） （平成26年６月30日）

売掛金の流動化による譲渡高 1,650百万円 1,183百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。）及

びのれんの償却額は、次のとおりです。

 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

 （自　平成25年４月１日 （自　平成26年４月１日

 至　平成25年６月30日） 至　平成26年６月30日）

減価償却費 10,622百万円 10,429百万円

のれんの償却額 659　〃 662　〃
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月９日

取締役会
普通株式 1,965百万円 ２円00銭 平成25年３月31日 平成25年５月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月９日

取締役会
普通株式 1,965百万円 ２円00銭 平成26年３月31日 平成26年５月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日　至 平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円）

 報告セグメント
その他

(注)
合計

 
高機能繊維・

複合材料

電子材料・

化成品
ヘルスケア 製品 計

売　 上　 高        

(1) 外部顧客への

売上高
28,240 44,304 31,492 57,051 161,089 22,431 183,520

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,611 1,489 － 782 8,882 6,103 14,985

計 34,851 45,793 31,492 57,833 169,971 28,534 198,506

セグメント利益又は

損失(△)
193 △228 4,600 588 5,153 △2 5,150

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原料・重合及びＩＴサービス分野等を

含んでいます。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計

「その他」の区分の損失(△)

セグメント間の取引消去

全社費用 （注）

5,153

△2

△106

△3,207

四半期連結損益計算書の営業利益 1,837

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日　至 平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円）

 報告セグメント
その他

(注)
合計

 
高機能繊維・

複合材料

電子材料・

化成品
ヘルスケア 製品 計

売　 上　 高        

(1) 外部顧客への

売上高
31,411 46,206 33,245 57,485 168,350 13,507 181,858

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,795 1,157 － 1,246 9,199 5,072 14,271

計 38,206 47,364 33,245 58,732 177,549 18,580 196,130

セグメント利益又は

損失(△)
1,660 728 5,657 753 8,799 △710 8,088

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原料・重合及びＩＴサービス分野等を

含んでいます。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計

「その他」の区分の損失(△)

セグメント間の取引消去

全社費用 （注）

8,799

△710

△240

△3,034

四半期連結損益計算書の営業利益 4,813

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 0円24銭 1円68銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 233 1,648

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 233 1,648

普通株式の期中平均株式数（千株） 982,831 982,753

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0円24銭 1円67銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（千株） 2,431 2,789

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

 

EDINET提出書類

帝人株式会社(E00872)

四半期報告書

21/25



（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

第148期期末配当について平成26年５月９日開催の取締役会で次のとおり決議しました。

期末配当金の総額 1,965百万円

１株当たり期末配当額 ２円00銭
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  平成26年８月８日

帝人株式会社   
 

 代表取締役社長執行役員 鈴木　純　殿  

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平野　　巌　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平井　　清　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 栗原　幸夫　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている帝人株式会社の
平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成26年
６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、帝人株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点
において認められなかった。
 

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 
 

以　上

※１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しています。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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